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� 銀雀山漢墓竹簡「五議」について

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
五
議
」
に
つ
い
て

金　

城　

未　

来

キ
ー
ワ
ー
ド
：
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
、「
論
政
論
兵
之
類
」、「
五
議
」

は
じ
め
に

二
〇
一
〇
年
一
月
に
出
版
さ
れ
た
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
に
は
、「
論
政
論
兵
之
類
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
五
十
篇
の
文
献

が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
各
篇
に
関
す
る
個
別
的
検
討
も
、
五
十
篇
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
総
合
的
検
討
も
、
ま
だ

十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い（

１
）。

筆
者
は
、
先
に
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
之
恒
失
」
考
釈
」（『
待
兼
山
論
叢
』
哲
学
篇
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
）
と
し

て
、「
論
政
論
兵
之
類
」
の
う
ち
の
一
篇
「
兵
之
恒
失
」
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、「
兵
之
恒
失
」
の
記
述
形
式
や
思
想

内
容
が
、『
孫
子
』
や
『
孫そ

ん
ぴ
ん
へ
い
ほ
う

臏
兵
法
』
な
ど
の
兵
権
謀
家
の
文
献
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
さ
ら
に
「
兵
之

恒
失
」
に
お
け
る
「
天
下
」
の
用
例
の
分
析
か
ら
、
本
篇
が
『
孫
子
』
よ
り
も
『
孫
臏
兵
法
』
や
『
呉
子
』
に
近
か
っ
た
こ
と
、
ま
た

そ
れ
が
戦
国
時
代
後
半
期
に
記
さ
れ
、
活
用
さ
れ
て
い
た
文
献
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

本
稿
で
は
、
引
き
続
き
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
論
政
論
兵
之
類
」
の
一
篇
で
あ
る
「
五
議
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
文
献
的
特



�

質
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、「
五
議
」
の
全
体
構
成

（
１
）「
五
議
」
の
釈
読

　

整
理
者
（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
）
に
よ
れ
ば
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
に
は
、
五
枚
の
篇
題
木
牘
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
「
論
政
論
兵
之
類
」
五
十
篇
に
か
か
わ
る
木
牘
に
は
、
十
二
篇
の
篇
題
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う（

２
）。「

五
議
」
は
、
こ
の
十
二
篇
に

含
ま
れ
る
一
篇
で
あ
り
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
の
刊
行
に
よ
っ
て
初
め
て
公
開
さ
れ
た
文
献
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
ま
だ
釈

文
の
検
討
が
十
分
で
は
な
く
、
現
代
語
訳
も
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
五
議
」
の
釈
読
作
業
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
明

確
に
し
て
お
く
。

な
お
以
下
、
一
〇
二
七
・
一
〇
二
八
な
ど
の
漢
数
字
は
竹
簡
番
号
を
、【　

 

】
は
欠
損
部
分
を
整
理
者
が
補
っ
た
箇
所
を
示
す
。
ま
た
、

□
は
一
字
分
の
不
明
な
文
字
を
、
…
…
は
竹
簡
の
欠
損
に
よ
り
接
続
不
明
な
箇
所
を
、
点
線
部
は
「
五
議
」
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
接

続
不
明
の
残
欠
簡
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
こ
と
と
す
る
。

原
文

五
議〈

語
注
１
〉

一
〇
二
七

　
　
　

・�

有
国
之
五
議
。
一
曰
、
百
言
有
本
、
千
言
有
要
、
万
言
有
総
。 

能
総
言
、
能
知
言
之
所
至
者
也
。
一
〇
二
八

　
　
　
　

能
知
言
之
所
至
、
能
為
有

天
下
有
国
者
定
治
之
高
庳
（
卑
）。
不
能
知
言
之
所
至
、【
不
能
為
有
一
〇
二
九

　
　
　
　

天
】
下
有
国
者
定
治
之
高
庳
（
卑
）。
有
国
之
一
議
也
。
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一
〇
三
〇

　
　
　
　

【�
・
二
曰
、
□
□
□
□
□
能
知
知
（
智
）
之
所
】
至
者
也
。
能
知
知
（
智
）
之
所
至〈

語
注
２
〉、 

能
為
有
天
下
有
国
者
定
可
与
一
〇
三
一

　
　
　
　

不
可
。
不

能
知
知
（
智
）
之
所
至
、
不
能
為
有
天
下
有
国
者
定
可
与
不
可
。
有
【
国
之
二
議
也
】。
一
〇
三
二

　
　
　
　

・�

三
曰
、
言
用
行
行
而
天
下
安
楽
、
能
極
得
也
。
能
極
得
、
万
民
親
之
、
天
【
地
□
□
、
鬼
神
□
】一
〇
三
三

　

   




助〈
語
注
３
〉。 

不
能
極
得
、
万
民
弗
親
、

天
地
弗
与
、
鬼
神
弗
助
。
有
国
之
三
議
也
。
一
〇
三
四

　
　
　
　

・�

四
曰
、
天
不
言
、
万
民
走
其
時
。
地
不
言
、
万
民
走
其
財
。
能
知
此
、
知
治
之
所
至
【
者
也
。
能
知
治
】一
〇
三
五

　
　
　
　

之
所
至
、
能
不
以
国

乱
、
能
不
以
国
危
。
不
能
知
治
之
所
至
、
不
能
不
以
国
乱
、
不
能
不
以
国
一
〇
三
六

　
　
　
　

危
。
有
国
之
四
議
也
。
一
〇
三
七

　
　
　
　

【�

・
五
曰
】
…
…
【
能
知
極
不
可
乱
】
之
治
也
。
能
知
極
不
可
乱
【
之
治
、
能
不
以
国
惑
】、
一
〇
三
八

　
　
　
　

能
不
以
国
怠
。
不
能
知
極
不
可
乱

之
治
、
不
能
不
以
国
惑
、
不
能
不
以
国
怠
。
有
国
之
五
一
〇
三
九

　
　
　
　

議
也
。
五
議
、
有
国
之
所
以
観
一
〇
四
〇

　
　
　
　

…
…

　

…
…
□
也
。
此
有
国
者
之
所
以
観
一
〇
四
一

　
　
　
　

…
…

訓
読

五
議〈

語
注
１
〉

・�

国
を
有た

も

つ
の
五
議
。
一
に
曰
く
、
百
言
に
本
有
り
、
千
言
に
要
有
り
、
万
言
に
総
有
り
。 

能
く
言
を
総
ぶ
る
は
、
能
く
言
の
至
る

所
を
知
る
者
な
り
。
能
く
言
の
至
る
所
を
知
ら
ば
、
能
く
天
下
を
有
ち
国
を
有
つ
者
、
治
の
高
卑
を
定
む
る
を
為
す
。
言
の
至
る
所

を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、【
天
】
下
を
【
有
ち
】
国
を
有
つ
者
、
治
の
高
卑
を
定
む
る
を
【
為
す
能
わ
ず
】。
国
を
有
つ
の
一
議
な
り
。

【�

・
二
に
曰
く
、
□
□
□
□
□
能
く
智
の
】
至
る
【
所
を
知
る
】
者
な
り
。
能
く
智
の
至
る
所
を
知
ら
ば〈

語
注
２
〉、

能
く
天
下
を
有
ち
国
を
有



�

つ
者
、
可
と
不
可
と
を
定
む
る
を
為
す
。
智
の
至
る
所
を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
天
下
を
有
ち
国
を
有
つ
者
、
可
と
不
可
と
を
定
む
る

を
為
す
能
わ
ず
。【
国
を
】
有
つ
【
の
二
議
な
り
】。

・�
三
に
曰
く
、
言
用も

て
行
い
、
行
い
て
天
下
安
楽
な
れ
ば
、
能
く
得
る
を
極
む
る
な
り
。
能
く
得
る
を
極
む
れ
ば
、
万
民
之
れ
に
親
し

み
、
天
【
地
□
□
、
鬼
神
□
】
助〈

語
注
３
〉。 

得
る
を
極
む
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
万
民
親
し
ま
ず
、
天
地
与
え
ず
、
鬼
神
助
け
ず
。
国
を

有
つ
の
三
議
な
り
。

・�

四
に
曰
く
、
天
言
わ
ざ
る
も
、
万
民
其
の
時
に
走
る
。
地
言
わ
ざ
る
も
、
万
民
其
の
財
に
走
る
。
能
く
此
を
知
る
は
、
治
の
至
る
所

を
知
る
【
者
な
り
。
能
く
治
】
の
至
る
所
を
【
知
ら
ば
】、
能
く
以
て
国
乱
れ
ず
、
能
く
以
て
国
危
う
か
ら
ず
。
治
の
至
る
所
を
知

る
能
わ
ざ
れ
ば
、
以
て
国
乱
れ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
、
以
て
国
危
う
か
ら
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。
国
を
有
つ
の
四
議
な
り
。

【�

・
五
に
曰
く
】
…
…
【
能
く
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
】
の
治
を
【
極
む
る
を
知
る
】
な
り
。
能
く
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
【
の
治
を
】
極
む
る

を
知
ら
ば
【
能
く
以
て
国
惑
わ
ず
】、
能
く
以
て
国
怠
ら
ず
。
乱
る
べ
か
ら
ざ
る
の
治
を
極
む
る
を
知
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
以
て
国
惑

わ
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
、
以
て
国
怠
ら
ざ
る
こ
と
能
わ
ず
。
国
を
有
つ
の
五
議
な
り
。
五
議
、
国
を
有
つ
の
所
以
観
…
…

…
…
□
な
り
。
此 

国
を
有
つ
者
の
所
以
観
…
…

現
代
語
訳

五
議

・�

国
を
保
有
す
る
た
め
の
五
つ
の
建
議
。
一
つ
は
、
百
言
に
は
根
本
が
あ
り
、
千
言
に
は
要
点
が
あ
り
、
万
言
に
は
総
括
が
あ
る
。
言

葉
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
言
葉
の
最
上
の
状
態
を
認
識
で
き
る
者
で
あ
る
。
言
葉
の
最
上
の
状
態
を
認
識
で
き
れ
ば
、
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天
下
を
保
有
し
国
を
保
有
す
る
者
は
、
政
治
の
重
要
な
点
と
そ
う
で
な
い
点
と
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
の
最
上
の
状
態

を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、【
天
】
下
を
【
保
有
し
】
国
を
保
有
す
る
者
は
、
政
治
の
重
要
な
点
と
そ
う
で
な
い
点
と
を
判
断
す
る
こ

と
が
【
で
き
な
い
】。〔
こ
れ
が
〕
国
を
保
有
す
る
一
議
で
あ
る
。

【�

・
二
つ
め
は
、
□
□
□
□
□
智
恵
の
】
最
上
【
の
状
態
を
認
識
で
き
る
】
者
で
あ
る
。
智
恵
の
最
上
の
状
態
を
認
識
で
き
れ
ば
、
天

下
を
保
有
し
国
を
保
有
す
る
者
は
、〔
統
治
す
る
上
で
の
〕
可
と
不
可
と
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
智
恵
の
最
上
の
状
態
を
認

識
で
き
な
け
れ
ば
、
天
下
を
保
有
し
国
を
保
有
す
る
者
は
、〔
統
治
す
る
上
で
〕
可
と
不
可
と
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。〔
こ

れ
が
〕【
国
を
】
保
有
す
る
【
二
議
で
あ
る
】。

・�

三
つ
め
は
、
言
葉
に
基
づ
い
た
行
い
を
し
、〔
そ
の
〕
行
い
を
し
て
天
下
が
平
和
で
治
ま
っ
て
い
れ
ば
、
多
く
の
も
の
を
得
ら
れ
る

〔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〕。
多
く
の
も
の
を
得
ら
れ
れ
ば
、
万
民
は
統
治
者
に
親
し
み
、
天
【
地
□
□
、
鬼
神
□
】
助
。
多
く
の
も
の

を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、万
民
は〔
統
治
者
に
〕親
む
こ
と
な
く
、天
地
は〔
何
も
〕与
え
ず
、鬼
神
も〔
何
も
〕手
助
け
し
な
い
。〔
こ
れ
が
〕

国
を
保
有
す
る
三
議
で
あ
る
。

・�

四
つ
め
は
、
天
が
〔
何
も
〕
言
わ
ず
と
も
、
万
民
は
〔
天
の
〕
時
宜
に
あ
っ
た
行
動
を
と
る
。
地
が
〔
何
も
〕
言
わ
ず
と
も
、
万
民

は
〔
地
の
〕
財
物
を
獲
得
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
。
こ
の
こ
と
を
認
識
で
き
る
も
の
は
、
政
治
の
最
上
の
状
態
を
認
識
で
き
る
【
者

で
あ
る
。
政
治
】
の
最
上
の
状
態
を
【
認
識
で
き
れ
ば
】、
国
は
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
危
険
な
こ
と
も
な
い
。
政
治
の
最
上
の
状
態

を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、
国
が
乱
れ
な
い
こ
と
は
な
く
、
危
険
に
晒
さ
れ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
。〔
こ
れ
が
〕
国
を
保
有
す
る

四
議
で
あ
る
。

［�

・
五
つ
め
は
］
…
…
【
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
】
政
治
【
の
極
致
を
認
識
で
き
る
こ
と
】
で
あ
る
。
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
【
政
治
の
】



�

極
致
を
認
識
で
き
れ
ば
【
国
は
混
乱
せ
ず
】、
国
は
怠
惰
な
風
潮
に
も
な
ら
な
い
。
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
政
治
の
極
致
を
認
識
で
き

な
け
れ
ば
、
国
は
混
乱
し
な
い
こ
と
は
な
く
、
怠
惰
な
風
潮
に
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
。〔
こ
れ
が
〕
国
を
保
有
す
る
五
議
で
あ
る
。

五
議
は
、
国
を
保
有
す
る
所
以
観
…
…

…
…
□
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
を
保
有
す
る
者
の
所
以
観
…
…

語
注

〈
１��

〉
整
理
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
篇
題
は
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
叁
〕』
所
収
予
定
の
篇
題
木
牘
に
も
見
え
る
と
い
う
。

�　
「
五
議
」
と
称
さ
れ
る
文
献
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
中
に
二
篇
存
在
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
論
政
論
兵
之
類
」
中
の

五
番
目
の
文
献
と
、
他
に
三
十
五
番
目
の
文
献
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
十
五
番
目
に
配
さ
れ
た
文
献
は
篇
題
簡
に
「
議
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
篇
題
簡
の
他
は
残
欠
簡
が
一
簡
残
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
な
ぜ
整
理
者
が
「
五
議
」
と
称
し
た

の
か
は
不
明
で
あ
り
、こ
の
一
簡
「
…
…
□
議
能
乱
法
。」
の
み
か
ら
何
ら
か
の
思
想
を
読
み
解
く
こ
と
は
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
今
は
五
番
目
の
文
献
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

〈
２�

〉
整
理
者
は
、
二
つ
め
の
「
知
」
字
を
、「
智
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。

�　

馬
王
堆
帛
書
『
老
子
』
に
も
「
故
大
道
廃
、
案
有
仁
義
。
知
（
智
）
慧
出
、
案
有
大
偽
」（
道
経
十
八
）
や
、「
絶
聖
棄
知
（
智
）、

民
利
百
倍
」（
道
経
十
九
）
な
ど
、「
知
」
と
「
智
」
が
通
用
し
て
い
た
例
が
散
見
す
る
。「
知
」「
智
」
に
関
し
て
は
、
音
通
・
字

形
の
類
似
か
ら
、
読
み
替
え
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
該
所
で
は
、
文
脈
上
、
こ
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
従
う
。
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〈
３�

〉
整
理
者
は
、
下
文
の
「
天
地
弗
与
、
鬼
神
弗
助
」
の
語
に
よ
っ
て
、
文
を
補
い
「
天
【
地
与
之
、
鬼
神
相
】
助
」
と
釈
読
し
て

い
る
。
た
だ
し
、「
天
【
地
】」
の
下
の
二
字
は
「
□
与
」
に
作
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、「
助
」
の
上
一
文
字
は
必
ず
し

も
「
相
」
字
と
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
た
め
、
該
当
箇
所
は
空
欄
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

（
２
）「
五
議
」
の
内
容
・
構
成

五
議
に
は
、
国
を
保
有
す
る
た
め
の
提
言
が
、「
～
で
あ
れ
ば
、
…
…
で
き
る
」「
～
で
き
な
け
れ
ば
、
…
…
で
き
な
い
」
と
い
う
よ

う
に
、
箇
条
書
き
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
箇
条
書
き
は
、「
論
政
論
兵
之
類
」
に
収
め
ら
れ
た
多
く
の
文
献
に
共
通
す
る
記
述
形
式

で
あ
り
、
特
に
篇
題
木
牘
に
名
称
の
見
え
る
十
二
篇
は
、
大
部
分
が
こ
の
よ
う
な
要
点
を
ま
と
め
る
箇
条
書
き
形
式
と
な
っ
て
い
る（

３
）。

し
か
し
、「
一
議
」「
二
議
」
と
い
う
よ
う
に
「
議
」（
臣
下
が
為
政
者
へ
向
け
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
建
議
」）
の
語
を
用
い
て
箇

条
書
き
さ
れ
た
文
献
は
、
漢
代
以
前
、
本
篇
の
他
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
「
五
議
」
の
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
五
議
」
で
は
、
ま
ず
前
提
と
な
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
統
治
の
条
件
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件
が

実
現
で
き
れ
ば
国
を
保
つ
こ
と
に
繋
が
る
プ
ラ
ス
の
事
態
が
起
こ
り
、
実
現
で
き
な
け
れ
ば
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
る
マ
イ
ナ
ス
の
事

態
に
陥
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
各
議
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

前　

提

条　

件

統
治
者
の
行
動
：
可
否
（
結　

果
）

一

ど
ん
な
に
多
く
の
言
葉
に
も
重
要
な
根

本
が
あ
る
。

言
葉
の
一
番
重
要
な
根
本
を

認
識
で
き
る
か
否
か
。

可
能
＝
政
治
の
重
要
な
点
と
そ
う
で
な
い
点
と
を
判
断
で
き
る
。

不
可
能
＝
政
治
の
重
要
な
点
と
そ
う
で
な
い
点
と
を
判
断
で
き
な
い
。
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二

智
恵
の
最
上
の
状
態
を
認
識

で
き
る
か
否
か
。

可
能
＝
統
治
上
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
る
。

不
可
能
＝
統
治
上
の
良
し
悪
し
を
判
断
で
き
な
い
。

三

言
葉
に
基
づ
い
た
行
動
を
し
て
天
下
が

治
ま
っ
て
い
れ
ば
、
多
く
の
も
の
を
得

ら
れ
る
。

多
く
の
も
の
が
得
ら
れ
る
か

否
か
。

可
能
＝�

万
民
は
親
し
み
、
天
地
は
恵
み
を
施
し
、
鬼
神
は
手
助
け
を

し
て
く
れ
る
。

不
可
能�

＝
万
民
は
親
し
ま
ず
、
天
地
は
恩
恵
を
与
え
ず
、
鬼
神
は
何

の
手
助
け
も
し
て
く
れ
な
い
。

四

天
地
が
何
も
言
わ
ず
と
も
、
万
民
は
時

宜
に
あ
っ
た
行
動
を
し
、
財
物
獲
得
の

た
め
に
奔
走
す
る
。
上
記
の
こ
と
を
理

解
し
て
い
れ
ば
、
政
治
の
最
上
の
状
態

を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
治
の
最
上
の
状
態
を
認
識

で
き
る
か
否
か
。

可
能
＝
国
は
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
危
険
も
な
い
。

不
可
能
＝
国
は
乱
れ
、
危
険
に
晒
さ
れ
る
。

五

乱
れ
る
こ
と
の
な
い
政
治
の

極
致
を
認
識
で
き
る
か
否
か
。

可
能
＝
国
は
混
乱
せ
ず
、
怠
惰
な
風
潮
に
も
な
ら
な
い
。

不
可
能
＝
国
は
混
乱
し
、
怠
惰
な
風
潮
に
陥
る
。

ま
た
、
五
議
は
各
議
の
内
容
か
ら
、
大
き
く
三
つ
の
面
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
第
一
議
と
第
二
議
に
は
、

「
言
葉
」
や
「
智
恵
」
の
極
致
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
知
性
面
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
言
葉
や
智
恵
の

重
要
な
根
幹
を
き
ち
ん
と
認
識
し
て
い
れ
ば
、
政
治
を
行
う
上
で
適
切
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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さ
ら
に
第
三
議
に
は
、「
極
得
」（
獲
得
の
極
致
に
到
達
で
き
る
か
）
と
い
う
物
質
面
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
多

く
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
万
民
は
統
治
者
に
親
し
み
、
適
切
な
政
治
で
天
下
が
治
ま
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
な
れ
ば
天
地
は

恵
み
を
施
し
、
鬼
神
は
手
助
け
を
す
る
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
四
議
と
第
五
議
で
は
、
政
治
の
極
致
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
説
か
れ
る
。
政
治
の
極
致
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
国
は
乱

れ
る
こ
と
な
く
、
危
険
に
陥
る
こ
と
も
な
い
。
言
わ
ば
、
政
治
的
セ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
五
議
」
に
は
全
体
を
通
し
て
、
現
実
的
思
索
に
基
づ
い
た
国
家
統
治
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

二
、「
五
議
」
の
思
想
的
特
質

前
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、「
五
議
」
に
お
い
て
国
政
を
論
ず
る
前
提
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

①
多
く
の
言
葉
に
は
、
根
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
（
第
一
議
）。
②
言
葉
に
基
づ
き
行
動
し
、
そ
の
結
果
天
下
が
治
ま
れ
ば
、
多
く
の

も
の
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
（
第
三
議
）。
③
天
地
が
何
も
言
わ
ず
と
も
、
万
民
は
時
宜
に
か
な
っ
た
行
動
を
と
り
、
財
物
獲
得
の

た
め
に
奔
走
す
る
。
こ
れ
を
理
解
し
て
い
れ
ば
、
政
治
の
最
上
の
状
態
を
認
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
（
第
四
議
）。

①
に
つ
い
て
は
、
長ち

ょ
う
さ
ま
お
う
た
い

沙
馬
王
堆
三
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
帛
書
『
十
六
経
』
成
法
に
も
「
夫
百
言
有
本
、
千
言
有
要
、
万
【
言
】
有

総
（
夫
れ
百
言
に
は
本
有
り
、
千
言
に
は
要
有
り
、
万
【
言
】
に
は
総
有
り
）」
と
類
似
す
る
語
句
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
「
成
法
」
に
お
い
て
該
当
句
は
、
黄
帝
と
大
臣
力
黒
と
の
問
答
中
、
成
文
法
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
箇
所
に
登
場
し
て
お
り
、

「
五
議
」
と
は
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
。『
十
六
経
』
成
法
で
は
、
成
文
法
が
一
言
で
事
足
り
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
に
つ
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い
て
、
一
の
根
本
が
道
で
あ
り
、
万
物
は
す
べ
て
一
つ
の
隙
間
か
ら
生
じ
る
。
よ
っ
て
、
一
（
一
言
の
成
文
法
）
を
認
識
し
て
多
く
の

状
況
を
把
握
で
き
れ
ば
、
天
下
を
正
し
く
統
治
で
き
る
た
め
と
し
て
い
る
。

ま
た
②
の
認
識
は
、
儒
家
や
法
家
の
い
う
「
正
名
」
や
「
刑
（
形
）
名
」
思
想
を
想
起
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、『
論
語
』
に
お
い
て
、

子
路
が
孔
子
に
政
治
を
行
う
場
合
、
ま
ず
何
か
ら
手
を
つ
け
れ
ば
よ
い
か
と
問
う
た
際
、
孔
子
は
「
必
也
正
名
乎
。（
必
ず
や
名
を
正

さ
ん
か
）」（
子
路
）
と
答
え
て
い
る
。
さ
ら
に
孔
子
は
続
け
て
「
名
不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
礼
楽
不

興
。
礼
楽
不
興
、
則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。
故
君
子
名
之
必
可
言
也
、
言
之
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所

苟
而
已
矣
。（
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
言
順
な
ら
ず
。
言
順
な
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
成
ら
ず
。
事
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
興
ら
ず
。

礼
楽
興
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
罰
中あ

た

ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
手
足
を
錯お

く
所
無
し
。
故
に
君
子
之
を
名
づ
く
れ
ば
必
ず
言
う

可
し
、
之
を
言
え
ば
必
ず
行
う
可
し
。
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、
苟い

や

し
く
も
す
る
所
無
き
の
み
）」
と
述
べ
、
名
を
正
す
こ
と
の
重

要
性
や
、
そ
れ
を
基
と
し
て
言
論
や
政
治
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。『
荀
子
』
に
も
正
名
篇
が
あ
り
、
ま
た
『
韓
非
子
』

に
お
い
て
も
「
人
主
将
欲
禁
姦
、
則
審
合
刑
名
者
、
言
与
事
也
。（
人
主
将ま

さ

に
姦
を
禁
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
刑
名
を
審
合
せ
よ
と
は
、

言
と
事
と
な
り
）」（
二
柄
）
と
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
先
秦
に
お
い
て
、
い
か
に
名
（
言
葉
）
と
行
動
の
一
致
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か

が
窺
え
る（

４
）。

さ
ら
に
③
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
思
想
が
『
慎
子
』
威
徳
に
存
在
す
る
。
該
所
は
以
下
の
通
り
。「
天
雖
不
憂
人
之
暗
、
闢
戶
牖
必

取
己
明
焉
。
則
天
無
事
也
。
地
雖
不
憂
人
之
貧
、
伐
木
刈
草
必
取
己
富
焉
。
則
地
無
事
也
。
聖
人
雖
不
憂
人
之
危
、
百
姓
準
上
而
比
於

下
、
其
必
取
己
安
焉
。
則
聖
人
無
事
也
。（
天 

人
の
暗
き
を
憂
え
ず
と
雖
ど
も
、
戶こ

牖ゆ
う

を
闢ひ

ら

き
必
ず
己
の
明
を
取
れ
ば
、
則
ち
天 

事

無
き
な
り
。
地 

人
の
貧
し
き
を
憂
え
ず
と
雖
ど
も
、
木
を
伐
り
草
を
刈
り
必
ず
己
の
富
を
取
れ
ば
、
則
ち
地 

事
無
き
な
り
。
聖
人  
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人
の
危
う
き
を
憂
え
ず
と
雖
ど
も
、
百
姓
上
に
準
じ
て
下
に
比
し
、
其
れ
必
ず
己
の
安
ん
ず
る
を
取
れ
ば
、
則
ち
聖
人
事
無
き
な
り
）」。

「
五
議
」
や
『
慎
子
』
の
内
容
か
ら
は
、
天
や
地
が
何
も
言
わ
ず
（
せ
ず
）
と
も
、
人
民
は
適
宜
自
ら
の
得
と
な
る
と
こ
ろ
を
見
極

め
行
動
す
る
と
い
う
人
間
観
が
、
戦
国
中
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
五
議
」
に
見
え
る
国
保
を
説
く
上
で
の
三
つ
の
前
提
は
、
儒
家
や
道
家
・
法
家
な
ど
の
枠
を
越
え
、
当
時
、
広

く
普
及
し
た
認
識
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
①
の
語
句
が
『
十
六
経
』
成
法
に
お
い
て
は
「
五
議
」

と
異
な
る
文
脈
に
登
場
し
て
い
る
点
や
、
②
に
近
い
思
想
を
持
つ
『
論
語
』
子
路
が
、「
五
議
」
に
は
見
ら
れ
な
い
「
礼
楽
」
な
ど
の

徳
目
を
重
視
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
③
と
類
似
す
る
『
慎
子
』
威
徳
に
お
い
て
、
該
当
句
が
「
何
も
せ
ず
と
も
治
ま
る
」
と
い
う
よ
う

な
自
然
法
的
存
在
を
強
調
し
、
そ
の
上
「
非
尚
賢
説
」
を
唱
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、「
五
議
」
と
の
思
想
的
相
違
が

表
れ
て
お
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

「
五
議
」
第
三
議
に
は
ま
た
、「
得
る
を
極
む
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
万
民
親
し
ま
ず
、
天
地
与
え
ず
、
鬼
神
助
け
ず
」
と
「
鬼
神
」

を
説
く
箇
所
が
見
え
る
。
戦
国
期
に
お
い
て
、
占
い
や
卜ぼ

く
せ
い筮

を
重
視
す
る
兵
陰
陽
家
は
、「
鬼
神
」
に
つ
い
て
も
し
き
り
に
説
き
、
戦

乱
を
左
右
す
る
要
素
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
五
議
」
全
体
の
中
で
「
鬼
神
助
け
ず
」
を
見
た
時
、
こ
の
語
句
が
そ
れ
ほ
ど

呪
術
的
か
つ
神
秘
的
な
現
象
を
示
唆
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
く
、
あ
く
ま
で
人
為
の
結
果
、
付
随
し
て
く
る
状
況
を
表
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
記
の
三
つ
の
前
提
に
加
え
、
こ
の
点
か
ら
も
、「
五
議
」
が
儒
家
や
兵
陰
陽
家
な
ど
の
枠
に
は
縛
ら

れ
ぬ
、
あ
く
ま
で
現
実
的
観
点
か
ら
国
策
を
論
ず
る
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
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三
、「
論
政
論
兵
之
類
」
に
つ
い
て―

「
五
議
」
を
含
む
十
二
篇
を
中
心
に―

「
五
議
」
に
は
直
接
戦
闘
に
関
す
る
記
述
は
見
え
ず
、「
論
政
論
兵
」
の
う
ち
、「
論
政
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
し
か
し
、「
論
政
論
兵
之
類
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
中
に
は
、「
将
敗
」
や
「
兵
之
恒
失
」
の
よ
う
に
、
軍
事
に
つ

い
て
説
か
れ
た
篇
も
見
受
け
ら
れ
る
。
果
た
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
何
ら
か
の
意
図
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
、
篇
題
木
牘
に
名
称
が
見
え
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
点

に
お
い
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
十
二
篇
を
中
心
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
検
討
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
十
二
篇
の
時
代
性
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
五
議
」
に
は
、「
天
下
を
有た

も

ち
国
を
有
つ
者
」

（
一
〇
二
九
簡
・
一
〇
三
〇
簡
・
一
〇
三
一
簡
・
一
〇
三
二
簡
）
や
「
行
い
て
天
下
安
楽
な
れ
ば
」（
一
〇
三
三
簡
）
な
ど
、
天
下
統
治

を
視
野
に
入
れ
た
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
他
に
十
二
篇
中
の
一
篇
「
王
道
」
に
「
能
除
天
下
之
共
憂
。（
能
く
天
下

の
共
憂
を
除
く
）」
や
、「
兵
之
恒
失
」
に
「
使
天
下
利
其
勝
者
也
（
天
下
を
し
て
其
の
勝
を
利
せ
し
む
る
者
な
り
）」
と
あ
り
、
こ
れ

ら
が
明
ら
か
に
「
五
議
」
と
共
通
す
る
政
治
観
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
表
現
は
、
戦
国
時
代
後
期
に
斉
の

稷
下
で
活
躍
し
た
荀
子
の
書
に
も
見
ら
れ
る
。
該
当
箇
所
は
以
下
の
と
お
り
。「
用
国
者
、
得
百
姓
之
力
者
富
、
得
百
姓
之
死
者
強
、

得
百
姓
之
誉
者
栄
。
三
得
者
具
而
天
下
帰
之
、
三
得
者
亡
而
天
下
去
之
。
…
…
湯
・
武
者
、
脩
其
道
、
行
其
義
、
興
天
下
同
利
、
除
天

下
同
害
、
天
下
帰
之
。（
国
を
用お

さ

む
る
者
、
百
姓
の
力
を
得
る
者
は
富
み
、
百
姓
の
死
を
得
る
者
は
強
く
、
百
姓
の
誉
を
得
る
者
は
栄
ゆ
。

三
得
な
る
者
具
わ
り
て
天
下
之
れ
に
帰
し
、
三
得
な
る
者
亡
く
し
て
天
下
之
れ
を
去
る
。
…
…
湯
・
武
は
、
其
の
道
を
脩
め
、
其
の
義

を
行
い
、
天
下
の
同
利
を
興
し
、
天
下
の
同
害
を
除
き
て
、
天
下
之
れ
に
帰
す
）」（
王
覇
）
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こ
こ
に
は
、
百
姓
か
ら
の
支
持
を
得
て
、
天
下
の
利
益
を
考
え
、
天
下
の
害
悪
を
除
け
ば
、
天
下
は
こ
れ
に
帰
服
す
る
と
い
う
内
容

が
示
さ
れ
て
い
る
。「
五
議
」
や
「
王
道
」
に
見
ら
れ
る
統
治
観
に
類
し
た
記
述
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
十
二
篇
中
、「
為
国
之
過
」
に
は
、「
其
君
至
於
失
国
而
不
悟
。（
其
の
君
は
国
を
失
う
に
至
る
も
悟
ら
ず
）」
や
「
如
以
城

量
之
、而
人
君
以
亡
其
国
。（
如も

し
城
を
以
て
之
れ
を
量
れ
ば
、而す

な
わち

人
君
以
て
其
の
国
を
亡
ぼ
す
）」
と
い
う
語
句
が
見
え
、ま
た
「
観

卑
」
に
は
「
不
見
危
国
。（
危
国
を
見
ず
）」「
不
見
亡
国
。（
亡
国
を
見
ず
）」
な
ど
の
記
述
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
し
て
、
国
を

失
う
可
能
性
の
示
唆
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
韓
非
子
』
亡
徴
に
も
、「
…
…
者
、
可
亡
也
。（
…
…
者
は
、
亡
ぶ
可
き

な
り
）」
と
、
国
家
滅
亡
の
兆
候
が
箇
条
書
き
形
式
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
韓
非
子
は
戦
国
末
期
に
活
動
し
た
思
想
家
で

あ
る
。「
論
政
論
兵
之
類
」
に
は
、他
に
も
こ
の
よ
う
な
乱
世
に
通
ず
る
緊
張
感
や
統
治
論
の
説
か
れ
た
「
将
敗
」「
将
失
」「
三
乱
三
危
」

な
ど
の
篇
が
散
見
し
、
そ
れ
は
十
二
篇
の
ま
と
め
ら
れ
た
時
代
性
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
「
論

政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
の
編
纂
時
期
も
、
戦
国
時
代
後
半
期
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

次
に
、
十
二
篇
の
内
容
に
注
目
し
た
い
。
先
に
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
は
、「
論
政
」
に
関
す
る
篇
と
「
論
兵
」
に
関
す
る
篇
と
が

見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
ち
の
「
論
兵
」
類
は
、『
孫
臏
兵
法
』
や
『
呉
子
』
と
近
い
内
容
を
含
ん
で
お
り
、
明
ら
か
に

兵
権
謀
家
的
合
理
思
想
を
有
し
た
文
献
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（

５
）。

一
方
、「
論
政
」
類
に
は
、儒
家
系
文
献
で
あ
る
『
論
語
』
や
『
荀
子
』

な
ど
の
内
容
や
、
法
家
系
文
献
で
あ
る
『
韓
非
子
』
の
内
容
と
類
似
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
儒
家
に
見
ら
れ

る
「
礼
」
や
「
楽
」
な
ど
の
徳
目
は
見
え
ず
、
ま
た
法
家
に
お
い
て
顕
著
な
法
令
の
絶
対
視
や
儒
家
批
判
の
記
述
な
ど
も
見
受
け
ら
れ

な
い
。
し
か
し
、
前
章
で
「
五
議
」
を
検
討
し
た
際
に
述
べ
た
と
お
り
、「
論
政
」
類
に
お
け
る
統
治
論
が
、
現
状
に
目
を
向
け
た
実

用
的
思
索
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
「
論
兵
」
類
・「
論
政
」
類
は
、
現
実
に
即
し
た
論
理
的
施
策
を
説
く
と
い
う
点
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で
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
に
共
通
す
る
顕
著
な
特
質
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
呉
子
』
や
『
司
馬
法
』
な
ど
の
兵
書
に
は
、
戦
時
の
み
な
ら
ず
、
平
時
に
お
け
る
食
糧
の
確
保
や
国
勢
の
充
実
を
図
る
必
要
性
を

説
く
箇
所
が
見
え
る
。「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
中
の
「
為
国
之
過
」
に
は
、
主
に
「
論
政
」
に
関
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
中
に
は
「
欲
士
卒
之
輯
睦
□
□
也
（
士
卒
の
輯あ

つ
ま

り
て
睦
ま
じ
く
□
□
と
欲
す
）」
と
「
兵
」
に
関
す
る
記
述
も
見
え
、
こ
れ
ら

が
同
一
の
統
治
論
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
は
、
勿
論
、
偶
然
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
し
か
し
以
上

の
考
察
に
よ
り
、
描
か
れ
た
時
代
状
況
や
国
政
に
関
す
る
思
想
内
容
の
共
通
性
か
ら
、
そ
れ
ら
が
戦
乱
の
世
に
お
い
て
、
国
防
の
た
め

の
指
針
と
な
る
よ
う
記
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
文
献
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
主
に
「
五
議
」
の
思
想
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
を
基
に
「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
へ
と
検
討
を
進
め
た
。

し
か
し
、
中
に
は
い
ま
だ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
篇
や
検
討
の
不
十
分
な
篇
も
存
在
す
る
。
今
後
、
そ
の
他
の
篇
と
の
関
連
性
に
も

注
意
し
な
が
ら
、
よ
り
体
系
的
か
つ
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
き
た
い
。

注　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）「
論
政
論
兵
之
類
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
そ
の
中
の
一
篇
「
為
国
之
過
」
を
取
り
上
げ
論
じ
た
、
草
野
友
子
「
銀
雀
山
漢
簡
『
為
国

之
過
』
の
全
体
構
成
と
そ
の
特
質
」（『
京
都
産
業
大
学
論
集
』、
人
文
科
学
系
列
第
四
十
三
号
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
や
、
主
に
「
論
政
論
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兵
之
類
」十
二
篇
を
俯
瞰
し
て
検
討
し
た
、湯
浅
邦
弘「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡「
論
政
論
兵
之
類
」に
つ
い
て
」（『
中
国
出
土
文
献
研
究
２
０
１
０
』、

『
中
国
研
究
集
刊
』
第
五
十
二
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。

（
２
）
十
二
篇
の
篇
題
は
以
下
の
と
お
り
。「
将
敗
」「
将
失
」「
兵
之
恒
失
」「
王
道
」「
五
議
」「
効
賢
」「
為
国
之
過
」「
務
過
」「
観
庳
」「
持
盈
」「
分

士
」「
三
乱
三
危
」。
な
お
、
こ
の
篇
題
木
牘
は
、
第
三
輯
に
所
収
予
定
。

（
３
）「
論
政
論
兵
之
類
」
十
二
篇
の
う
ち
、「
分
士
」
の
み
、
湯
王
と
伊
尹
の
問
答
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
篇
は
大
部
分
が
残

欠
簡
で
あ
り
、
全
体
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
４
）
馬
王
堆
帛
書
『
十
六
経
』
減
法
に
も
「
昔
天
地
既
成
、
正
若
有
名
、
合
若
有
刑
（
形
）
…
…
」
と
あ
る
。

（
５
）「
論
兵
」
に
関
す
る
内
容
は
、
拙
稿
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
之
恒
失
」
考
釈
」（『
待
兼
山
論
叢
』
哲
学
篇
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
十

二
月
）
参
照
。

［
附
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

�

（
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）



16

摘　要

有關銀雀山漢墓竹簡〈五議〉的分析

� 金城 未來

　本論文通過釋讀收錄在《銀雀山漢墓竹簡［貳］》（文物出版社、2010 年 1 月）
的文獻〈五議〉，來分析其作爲文獻所具有的主要特徵。

　〈五議〉是〈論政論兵之類〉五十篇中的一篇，預計收錄在《銀雀山漢墓
竹簡［參］》中的篇題木牘中也可以看到它的名稱。它的內容有關國政，以分
項的形式列舉了五條內容。各條首先論述作爲前提的事項，並說明了與其有關
的統治的條件。進一步闡述了這些條件如果能夠實現就能保住國家，否則就不
能保住國家。

具體地說，〈五議〉以論述國政為前提，提出了以下的三點。
  1 � 很多的語言都有其根源（第一議）。
  2 � 根據語言行動，其結果如果能平定天下，就能獲得很多的東西（第三議）。
  3 � 天地雖不言，而萬民應時宜行動，爲獲得財物而奔走。如果能理解這個

道理，也就能夠認識到政治的最高狀態（第四議）。
　有關 1，在馬王堆帛書《十六經》成法中可以看到與其相同的記述。2 的

內容也能令人想起《論語》子路的〈正名〉與《韓非子》二柄的〈刑名〉思想，
有關 3 可以看到與《慎子》威德類似的內容。由此可見〈五議〉中出現的三個
前提超越了儒家、道家、法家的侷限，成為了當時廣泛普及的認識。

　但是，《十六經》中的相同部分以〈五議〉不同的文脈出現，而且儒家文
獻的《論語》中的德目、法家文獻的《韓非子》中出現的對法律的絕對視等在

〈五議〉中也沒有出現。〈五議〉中包含了與各文獻有所不同的思想。因此可以
說，〈五議〉是不拘泥於儒家與法家思想的，依據現實的觀點論述國政的文獻。

　在篇題木牘中可以看到名稱的〈論政論兵之類〉十二篇中，有與〈五議〉
相似的記述了有關論政的文獻以及與〈兵之恒失〉相似的記述了有關論兵的文
獻。雖然〈論政論兵之類〉乍看來像是論政與論兵各自不同內容的文獻被偶然
地整理到了一起，但我們可以發現以天下爲視野的記述、以及表現了戰敗亡國
的可能性的內容卻是全篇共通的，而且不受儒家與法家束縛的思想內容也是十
二篇所共通的。綜上所述，可以說〈論政論兵之類〉是作爲戰亂中的國防方針
而被有意地整理到一起的文獻群。

　本論文主要考察了〈五議〉的思想特質，進而討論了〈論政論兵之類〉十
二篇。但是，其中仍存在探討不夠充分的篇章。今後在關注〈五議〉與其它篇
章的關連性的同時，進行詳細而系統的分析。




